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明
治
五
年
「
寺
院
明
細
帳
」　
　

明
治
十
年
「
日
蓮
宗
明
細
簿
」
再
考

　

前
回
ま
で
三
回
に
わ
た
り
、
明
治
二
十
四
年
（
一

八
九
一
）
に
東
京
府
に
提
出
さ
れ
た
「
上
地
官
林
委

託
願
」
に
つ
い
て
ふ
れ
た
。

　

明
治
政
府
は
新
し
い
国
作
り
の
第
一
と
し
て
、
江

戸
幕
府
の
下
で
支
配
さ
れ
て
き
た
土
地
や
人
の
実
態

を
把
握
し
、
改
め
て
編
成
し
直
す
作
業
が
必
要
で

あ
っ
た
。
例
え
ば
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）、
武
士

階
級
に
対
す
る
領
地
・
屋
敷
を
取
り
上
げ
た
「
版
籍

奉
還
」
や
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
「
廃
藩
置

県
」
が
そ
れ
で
あ
り
、
次
に
寺
社
領
に
も
向
け
ら

れ
た
政
策
の
一
つ
が
「
上
地
」
で
あ
っ
た
。
こ
の

「
上
地
官
林
委
託
願
」
は
、
そ
う
し
た
再
編
成
の
中

で
で
て
き
た
問
題
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
寺
社
の
実
態
の
把
握
に
つ
い
て
は
、
明
治

維
新
直
後
か
ら
調
査
さ
れ
て
き
て
い
た
。
具
体
的
に

は
寺
社
各
々
か
ら
、
そ
の
領
地
及
び
内
部
の
状
況
に

つ
い
て
報
告
さ
せ
、
こ
れ
ら
を
「
明
細
帳
」「
明
細

簿
」
と
し
て
ま
と
め
た
。
常
円
寺
の
記
録
も
、
明
治

五
年
（
一
八
七
二
）
と
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
の

二
通
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
通
の
記
録
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
『
福
聚
山
史
』
で
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
が
、
今
回
あ
ら
た
め
て
こ
の
二
通
を
考
え
て
み

た
い
と
思
う
。

　

●
明
治
五
年
「
明
細
帳
」

　

こ
れ
ら
は
「
日
蓮
宗　

時
宗　

本
末
一
派
寺
院
明

細
張
」「
日
蓮
宗
明
細
簿
」
と
よ
ば
れ
る
冊
子
に
綴

じ
ら
れ
た
記
録
で
、
い
ず
れ
も
二
十
九
世
住
職
の
秋

山
日
解
上
人
の
代
に
作
成
、
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
ま
ず
、明
治
五
年
の
「
明
細
帳
」（
写
真
）
に
は
、

本
山
や
開
基
の
年
月
日
、
開
基
上
人
、
そ
し
て
、
当

時
止
宿
し
て
い
た
住
職
と
僧
侶
名
と
と
も
に
、

一
、
境　

内　
　

二
千
百
七
十
二
坪

　
　
　

但　

除
地

一
、
檀　

家　
　

二
百
軒　

と
最
後
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
当
時
、
檀
家
が
二

百
軒
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、「
境
内
」

と
さ
れ
た
寺
領
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
す
で
に
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、『
東
京
市
史
稿　

地
子
古
跡

寺
社
帳　

常
圓
寺　

寺
社
帳
改
訂
』
に
よ
る
と
、
江

戸
時
代
の
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
に
は
、

一
、
境
内
除
地　
　

二
千
百
七
十
二
坪　

一
、
年
貢
地　
　

七
千
二
百
二
十
八
坪

と
あ
る
。
除
地
と
は
年
貢
を
免
除
さ
れ
た
地
で
、
明

治
五
年
の
「
明
細
帳
」
に
も
「
境
内　

但
除
地
」
と

あ
り
、
そ
の
広
さ
が
「
二
千
百
七
十
二
坪
」
と
一
致

し
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
点
で
は
、「
上
地
」
の
後

も
江
戸
時
代
か
ら
年
貢
が
免
除
さ
れ
た
「
除
地
」
が

そ
の
ま
ま
「
境
内
」
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。（『
福
聚
山
史
』
第
十
七
回
）

　

● 

明
治
十
年
「
明
細
簿
」

　

一
方
、
こ
の
「
明
細
帳
」
か
ら
五
年
後
、
明
治
十

年
の
「
明
細
簿
」
で
は
そ
の
記
載
が
変
わ
っ
て
く
る
。

（
前
略
）一

、
檀
家　
　

三
百
四
十
戸

一
、
境
内　
　

七
百
貳
十
八
坪

　
　
　

但
シ
官
有
地

一
、
境
外
民
有
地　
　

壱
町
九
反
九
畝
十
九
歩

　

内
訳

一
、
宅
地　
　

二
畝
三
歩

一
、
田　
　

貳
反
五
畝
二
十
八
歩

一
、
畑　
　

壱
町
五
反
二
畝
十
四
歩

右
當
寺
各
受
ニ
テ
貢
租
モ
又
當
寺
ヨ
リ
上
納

一
、
林　
　

壱
反
九
畝
四
歩

　
　

右
御
拂
下
願
中

一
、
本
堂　
　

五
拾
貳
坪

　
　

宝
歴
（
宝
暦
）
年
間　

十
七
世
日
清
再
建

（
以
下
略
）

　

ま
ず
、
檀
家
数
が
二
百
か
ら
三
百
四
十
に
増
加
し

て
い
る
。
こ
れ
は
政
権
交
代
に
と
も
な
う
、
江
戸
か

ら
東
京
へ
と
い
う
移
行
の
中
で
の
人
口
の
減
少
（
具

体
的
に
は
武
士
を
は
じ
め
と
す
る
住
人
の
離
散
）
か

ら
、
住
人
が
再
び
戻
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
と
推
測

さ
れ
て
い
る
。（『
福
聚
山
史
』
十
七
回
）

　

こ
れ
に
続
け
て
寺
領
に
つ
い
て
の
書
上
が
綴
ら
れ

て
い
く
が
、
そ
れ
が
明
治
五
年
の
も
の
と
比
べ
る
と

詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
理
由

は
、
先
に
述
べ
た
寺
領
に
対
す
る
政
府
の
方
針
の
転

換
、
具
体
的
に
は
「
境
内
」「
境
外
」
を
ど
の
よ
う

に
線
引
き
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
関
わ
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
上
地
当
初
は
対
象
外
と
し
て
い
た
江
戸

時
代
か
ら
の
従
来
の
「
境
内
」
地
が
、
そ
こ
に
含
ま

れ
て
い
た
宅
地
や
山
林
、
私
墾
地
を
さ
ら
に
接
収
す

る
た
め
、明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
六
月
、「
境
内
地
」

を
「
祭
典
法
用
」
に
必
要
な
場
所
の
み
と
限
定
し
た

な
ど
の
政
策
の
転
換
で
あ
る
。
ま
た
、明
治
六
年（
一

八
七
三
）
に
は
地
租
改
正
条
例
に
基
い
て
、
こ
う
し

た
「
境
内
」
地
と
さ
れ
て
い
た
土
地
で
も
、
民
間
の

者
が
所
有
し
て
い
た
と
い
う
証
拠
が
な
い
も
の
は

「
官
有
地
」
と
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

明
治
十
年
「
明
細
簿
」
を
み
る
と
、
大
き
く
「
境

内
」「
境
外
民
有
地
」
そ
し
て
、「
本
堂
」
か
ら
始
ま

る
「
庫
裡
」「
祖
師
堂
」
な
ど
の
建
物
に
分
け
ら
れ

て
い
る
。
そ
し
て
「
境
内
」
に
は
「
但
官
有
地
」
と

但
し
書
き
が
あ
り
、そ
れ
に
続
け
て
「
境
外
民
有
地
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
書
上
は
「
境
内
」
か
「
境

外
」
と
い
う
基
準
で
は
な
く
、
民
間
の
土
地
の
所
有

者
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
基
準
を

第
一
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
境
内
」「
境
外
」
と
い

う
基
準
で
い
え
ば
、本
堂
や
庫
裡
、祖
師
堂
な
ど
「
祭

典
法
用
」
に
直
接
的
に
関
係
す
る
建
物
が
立
地
す
る

場
所
が
、
本
来
の
「
境
内
」
の
性
格
を
持
っ
て
い
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

●
入
り
組
ん
だ
寺
領
を
見
直
し
て
い
く

　

こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
、
当
初
「
境
内
」「
境

外
」
と
空
間
的
に
区
分
さ
れ
て
い
た
寺
地
が
、
政
権

の
基
準
や
方
針
の
転
換
に
よ
っ
て
、
入
り
組
ん
だ
も

の
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
明
治
十
年
の
「
明
細

簿
」
に
は
「
林
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
前
回
ま
で
取
り

上
げ
て
き
た
「
上
地
官
林
」
で
あ
ろ
う
か
。
今
一
度

見
直
す
と
、こ
の
林
が
「
境
外
民
有
地
」
の
「
内
訳
」

に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
「
林
」
同

じ
も
の
と
し
て
見
て
よ
い
か
再
考
の
余
地
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。「
右
御
拂
下
願
中
」
と
い
う
言
葉
に

注
目
す
れ
ば
、
の
ち
の
「
委
託
願
」
に
連
な
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
が
、
当
時
の
寺
領
の
実
態
の
把
握
と

と
も
に
慎
重
を
期
し
て
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
必
要

が
あ
ろ
う
。

連　

載

第
54
回

明治五年に提出された「寺院明細帳」住職の日解上人の他、当時
の宿していた二人の弟子（壽仙・壽悦）の名前が各々履歴ととも
に記され、また「檀家 二百軒」と記されている。




